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当協会臨時職員の新型コロナウィルス感染について

１月１２日（水）、当協会に所属する臨時職員（勤務場所：東京都）が新型

コロナウィルスに感染していることが確認されました。

関係の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、所管保健所と連携の

上、必要な措置を適切に講じてまいりますので、ご理解をいただきますようよ

ろしくお願いいたします。


